
固定資産税における償却資産に関する意見書 

 

 

地方税法は、固定資産税の免税点について、「償却資産に対して課する

固定資産税の課税標準となるべき額が１５０万円に満たない場合におい

ては、固定資産税を課すことができない」（地方税法第３５１条）と定め

ています。 

現行の免税点は平成３年に定められ、すでに１６年が経過しており、そ

の間の経済価値は大幅に上昇しているうえ、極めて小規模な設備等の償却

資産も課税対象となり、長引く不況に苦しんでいる小規模事業者の経営と

生活を圧迫しています。 

また、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合は納税額が生じな

い代わりに、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税され、納税

者にある種の不合理感を与え、償却資産にかかる固定資産税の理解を難し

くしています。 

ついては、これら矛盾や問題点を解決し、納税者が納得して納税できる

よう、免税点（現行１５０万円）を基礎控除に改めるとともに、控除額を

大幅に引き上げるよう要望いたします。 

また、償却資産の申告期限は１月３１日までとなっていますが、所得税

の申告期限は３月１５日であり、多くの個人事業者はこの申告期限を念頭

に決算準備を進めるのが通常で、かつ、償却資産の申告事項と所得税の決

算書記載事項は密接に関連しています。 

ついては、納税者の利便に供し、かつ申告し易い環境を整えるため、償

却資産の申告期限を３月１５日とするよう要望いたします。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、新宿区議会の議を経て意見

書を提出します。 
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